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○淡海（日野町）エコフォスター事業費補助金交付要綱 

平成12年12月26日 

告示第80号 

（趣旨） 

第１条 町長は、美化ボランティア活動を広げるため、公共的場所の美化および保全のため

の淡海（日野町）エコフォスター活動（以下「フォスター活動」という。）を実施する団

体に対して、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、日野

町補助金等交付規則（平成10年日野町規則第２号。以下「規則」という。）に規定する

もののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助対象事業および補助金額） 

第２条 補助の対象となる事業および補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、他

の補助制度の対象となる事業については、補助の対象としない。 

（事業計画協議書の提出） 

第３条 別表に掲げる補助金の交付を受けようとする町民等（以下「補助事業者」という。）

は、あらかじめフォスター活動を行う合意書を取り交した後、事業計画協議書（様式第１

号）を町長に提出し、協議しなければならない。 

（交付申請書の添付書類） 

第４条 補助事業者は、規則第３条に規定する補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を

添付して町長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) その他、必要な書類 

（一部改正〔平成20年告示48号〕） 

（補助金の額の決定） 

第５条 町長は、前条の規定による補助金交付申請を受理したときはその内容を審査し、適

当と認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。 

（補助金交付の条件） 

第６条 規則第５条に規定する交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 次に掲げる事項に該当する場合には、あらかじめ事業費補助金変更（中止・廃止）

承認申請書（様式第３号）を提出して、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合 

イ 補助事業を中止、または廃止しようとする場合 
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(2) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばな

らないこと。 

(3) 特に、フォスター活動に必要と認めるときは、当該補助金について概算払いするこ

とができる。 

（検査等） 

第７条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、検査

することができる。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書

類を添付して町長に提出するものとし、その提出期日は補助事業を完了した日から起算し

て１か月を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の４月10日のい

ずれか早い日までとする。 

(1) 事業実績報告書（様式第４号） 

(2) 領収書 

(3) その他、必要な書類（実施写真等） 

（一部改正〔平成20年告示48号〕） 

（補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第９条 補助事業者は、補助金に係る帳簿および証拠書類を、当該補助事業の完了後５年間

保存しなければならない。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成12年12月26日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。 

付 則（平成20年告示第48号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。 

付 則（平成22年４月１日告示第86号） 

この要綱は、平成22年４月１日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。 

付 則（令和３年３月29日告示第49号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

別表 
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（全部改正〔平成20年告示48号〕、一部改正〔平成22年告示86号〕） 

事業名 補助対象者 補助対象経費 補助率 補助対象経費限度額 

町管理地域エコフ

ォスター活動事業 

町民等 フォスター活動に必要

な経費として町が活動

団体等に補助する費用 

・ボランティア保険の加

入費用 

・その他活動に必要と町

長が認める費用 

10／10以

内 

1活動につき2万円 
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様式第１号 

（一部改正〔平成20年告示48号・令和３年49号〕） 

様式第２号 

（一部改正〔平成20年告示48号〕） 

様式第３号 

様式第４号 

（一部改正〔平成20年告示48号〕） 

 


